
 

 

● 地区計画の内容 
開成都市計画地区計画の決定（開成町決定） 

 

 都市計画松ノ木河原地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 松ノ木河原地区地区計画 

位   置 足柄上郡開成町 延沢及び吉田島 

面   積 約 5.7 ha 

地 区 計 画 の 目 標  本地区は、町のほぼ中央部に位置し、「第四次開成町総合計画」

に基づき、土地区画整理事業による宅地造成と基盤施設の整備を進

めるとともに、戸建て住宅を主体とする低層住宅地区、事務所や店

舗等を許容する複合住宅地区を中心とした環境良好な住宅市街地の

形成を誘導する地区である。 

 このため、地区計画の策定により、適正かつ合理的な土地利用を

図り、開成町中心部の市街地としてふさわしい街並みと良好な住環

境の形成及びその維持・保全を図ることを目標とする。 

土 地 利 用 の 方 針 ① 低層住宅地区（Ａ地区） 

低層住宅を中心とした地区としての環境を維持・保全するため

に、低層住宅の立地を図る。 

② 複合住宅地区（Ｂ地区） 

県道712号線及び県道720号線の沿道地区と連担して、事務所・

店舗等を許容しつつ、低層住宅地区と調和する複合型住宅の立地

を図る。 

③ 公共公益施設地区（Ｃ地区） 

公共サービス・地域交流等の機能を持ち、隣接する公園や要定

川と一体となった土地利用を行う。 

地区施設の整備の方針  土地区画整理事業により整備される道路及び公園の機能が損なわ

れないように維持・保全を図る。 

建築物等の整備の方針  開成町中心部の市街地としてふさわしい街並みと良好な住環境の

形成及びその維持・保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築

物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最

高限度、かき又はさくの構造の制限について必要な基準を定める。 
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緑 化 の 方 針  緑豊かな街づくりを推進していくため、公園や公共公益施設地区

の緑化を進めるとともに、生け垣等の植栽による宅地内緑化を促進

する。 
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道  路 幅員 10.9ｍ 延長約 380ｍ 
地区施設 

の 配 置 

及び規模 
公  園 

１号公園   面積約 400㎡ 

２号公園   面積約 1,300㎡ 

地 区 の 

名  称 

低層住宅地区 

（Ａ地区） 

複合住宅地区 

（Ｂ地区） 

公共公益施設地区 

（Ｃ地区） 
地区の 

区 分 
地 区 の 

面  積 
約 4.2 ha 約 0.9 ha 約 0.6 ha 
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建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

 次に掲げる建築物

以外の建築物は、建

築してはならない。 

⑴ 住宅、共同住宅 

⑵ 住宅で事務所、

店舗、その他これ

らに類する用途を

兼ねたもののうち

建築基準法施行令

（以下「政令」と

いう。）第130条の

３で定めるもの 

⑶ 図書館その他こ

れに類するもの 

⑷ 診療所 

⑸ 巡査派出所、公

衆電話所その他こ

れらに類する政令

第130条の4で定め

る公益上必要な建

築物 

⑹ 前各号の建築物

に附属する物置又

は車庫 

 次に掲げる建築物

以外の建築物は、建

築してはならない。 

⑴ 住宅、共同住

宅、寄宿舎、下宿 

⑵ 図書館その他こ

れに類するもの 

⑶ 病院、診療所 

⑷ 巡査派出所、公

衆電話所その他こ

れらに類する政令

第130条の４で定め

る公益上必要な建

築物 

⑸ 店舗、飲食店そ

の他これらに類す

るもののうち政令

第130条の５の３で

定めるもので、そ

の用途に供する部

分の床面積の合計

が1,500㎡以内のも

の（３階以上の部

分をその用途に供

するものを除く。） 

⑹ 事務所で床面積

が1,500㎡以内のも

の（３階以上の部

分をその用途に供

するものを除く。） 

⑺ 自動車車庫で床

面積の合計が300㎡

以内のもの（３階

以上の部分をその

用途に供するもの

を除く。） 

⑻ 前各号の建築物

に附属する物置又

は車庫 

 次に掲げる建築物

以外の建築物は、建

築してはならない。 

⑴ 図書館その他こ

れに類するもの 

⑵ 老人ホーム、保

育所、身体障害者

福祉ホームその他

これらに類するも

の 

⑶ 巡査派出所、公

衆電話所その他こ

れらに類する政令

第130条の４で定め

る公益上必要な建

築物 

⑷ 公益上必要な建

築物で政令第130条

の５の４で定める

もの 

⑸ 自動車車庫で床

面積の合計が300㎡

以内のもの（３階

以上の部分をその

用途に供するもの

を除く。） 

⑹ 前各号の建築物

に附属する物置又

は車庫 
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建 築 物 の 

敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 

140㎡とする。 

 ただし、土地区画整

理法の規定による換地

処分又は仮換地の指定

を受けた土地で当該地

区の規定に適合しない

ものについて、所有権

その他の権利に基づい

てその全部を一の敷地

として使用する場合に

は、この限りでない。 

140㎡とする。 

 ただし、土地区画整

理法の規定による換地

処分又は仮換地の指定

を受けた土地で当該地

区の規定に適合しない

ものについて、所有権

その他の権利に基づい

てその全部を一の敷地

として使用する場合に

は、この限りでない。 

￣ 

壁 面 の 

位 置 の 制 限 

 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は高さ2.0ｍを超える

門若しくは塀の面から敷地境界線までの距離は、1.0ｍ以上とする。

ただし、次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 

⑴ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0ｍ以下であ

ること。 

⑵ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く）に供し、軒の

高さが2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以下であること。 

⑶ 自動車車庫等で、軒の高さが2.3ｍ以下であること。 

建 築 物 等 の 

高さの最高限度 
10ｍ 20ｍ ― 
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か き又はさくの 

構 造 の 制 限 

 かき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス等や植栽を利

用したものとする。 

 ただし、フェンス等の基礎でブロック等これに類するものの高さが

0.6ｍ以下のもの又は門柱にあっては、この限りでない。 
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● 地区計画の方針附図 
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